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矢作川水系河川整備計画

たたき台（骨子）補足説明資料

第９回矢作川流域委員会

補足説明会資料

資料－２
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矢作川水系河川整備計画
流域一体となった取組み
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矢作川流域における課題

＜矢作川流域の５つの課題＞●治水の課題
・治水安全度の向上
・矢作ダムの機能向上
・堤防の強化
・本川、派川の改修バランス
・危機管理

●利水の課題
・水利権と実取水量の乖離
・利水安全度の不足、渇水
・流量不足による動植物の生息環境

や水質の悪化

豊田市内の越水状況（H12.9）

岡崎市岩津地点の渇水状況
（3.6m3/s）（H13.6）

同地点（約20m3/s）（H17.7）

●環境の課題
・干潟、ヨシ原の減少
・砂州、砂礫底の減少、樹林地の形成
・魚類の遡上困難な横断工作物
・動植物の生息環境の減少
・水質保全

●総合土砂管理の課題
・矢作ダムの堆砂
・河床低下、河床材料の粗粒化

堆積土砂の掘削

●維持管理の課題
・不法投棄
・矢作ダムの流木
・矢作ダム本体、管理施設の改良、維持
・ダム貯水池の維持管理

河口から20km付近

ゴミの不法投棄

矢作ダムの流木処理

治水

利水 環境

総合土砂
管理

維持管理
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流域内の上下流連携

ex. 上流域（水源地域）の管理が不十分な場合、下流域へ様々な影響を与えることが想定される。

●森林の保全

＜矢作ダムへの影響＞ ＜下流への影響＞
・流入土砂量の増加 ・洪水調節、水利用に支障
・流木の増加 ・処理費の増加
・濁水の発生 ・下流河川の水質、生態系への影響

●水質の保全

＜矢作ダムへの影響＞ ＜下流への影響＞

・ダム湖の水質悪化 ・下流河川、三河湾の水質悪化

これらの課題は水源地域だけでは解決できない。

課題を解決するためには、上下流の連携・流
域一体となった取り組みが必要。

●水源地域の問題
・森林管理の担い手不足（高齢化、人材の減少等）

・上流自治体の財政のひっ迫

●課題の共有
・森林管理の担い手不足（高齢化、人材の減少等）

●連携した取り組み
・下流住民、学識経験者、ＮＰＯ等による支援
・基金等による水源地対策の推進

●上流域を活性化する持続的な取り組み
・過疎化対策、高齢者対策

【上流域】

【下流域】

矢作ダム

◆上下流の連携

◆流域一体

矢作ダム



5

矢作川における住民一体となった取り組み

矢作川流域では、過去より住民が一体となって“流域圏”という考え方のもと様々な諸課題に取り組んできた。
また、平成13年には「矢作川の環境を考える懇談会」が設立され、矢作川流域の管理のあり方や自然環境と調和した

川づくりについて意見交換が行われた。(H13.4～H14.5に5回開催)

矢作川水系

矢作川流域の水質保全のため調査・対策を行い、監
視活動や水質調査を実施。事前に矢水協の同意を得
ることを条件とする“矢作川方式”を確立し、流域
の秩序ある開発及び河川水質の改善に寄与している。

矢作川沿岸水質保全対策協議会（矢水協）
（昭和44年設立）

矢作川流域の将来の方向性と新しい地域づくりを目
的とし、“流域はひとつ、運命共同体”を合い言葉
に、上流と下流、市町村の境界を超えた相互理解を
深めるための交流、啓発活動等を推進している。

矢作川流域開発研究会（矢流研）
（昭和46年設立）

市民参加型の森林調査である“森の健康診断”を実
施するなど、豊かな森づくりの活動を展開している。

矢作川森林ボランティア協議会（矢森協）
（平成16年設立）

＜住民一体となった取り組み＞ 矢作川の環境を考える懇談会（主な討議テーマ）

流域内の上下流の連携が必要である。その際、森林保全、水質保全等に
注目することが重要。（第２回懇談会）

水源、土砂源をどのように管理していくのか、その考え方の整理が必要
である。その際、森林や沢などの災害面、利用面等における役割に注目す
ることが重要。（第２回懇談会）

川づくりとまちづくりを一体的に考えていくことが必要である。その際、
川に沿ったつながりに注目することが重要。（第３回懇談会）

ダムが川の環境に対してどのように影響しているのか、科学的に評価し
ておくことが必要である。（第４回懇談会）

会議開催状況
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調和のとれた矢作川流域圏の実現に向けた取り組み 矢作川水系

調和のとれた矢作川流域圏を実現するためには新たな枠組みの構築が必要。

矢作川を軸とした自然系と人々の営みのイメージ

河川管理者関係行政機関

地元各種団体

森林組合、漁業協
同組合、土地改良
区、企業、住民代
表、ＮＰＯ

学識経験者

課題に関する
分野を含む学
識経験者

矢作川流域圏のあり方を検討する視点
“流域は一つ、運命共同体”

①流域圏の持続的発展
②連携・支援と参加・交流
③情報の共有

国・県・市町村 国・県・市町村

調和のとれた流域圏の実現

河川整備計画策定後、流域圏懇談会（仮称）等の設置により調和のとれた流域圏を実現。
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流域一体となった取組み ①矢作ダム水源地域ビジョン 矢作川水系

矢作ダム水源地域の人々の交流と連携により、地域の豊かな自然・文
化と矢作ダムを活用して、地域の発展を図ることを目的に、矢作ダム水源
地域の住民と自治体及びダム管理者が共同で矢作ダム水源地域の自立
的、持続的な活性化を図るための行動計画を策定し実施していく。

矢作水源フォレストランド協議会（平成18年度設立）

【矢作ダムフォレストランド協議会の活動理念（基本理念五ヶ条）】
・わごころの交流を楽しみ、矢作ダム水源地域の活性化を計る
・地域の歴史文化と伝統を誇りとする
・豊かな森林資源と清流・矢作川を誇りとする
・人を慈しみ、自然を慈しむ、やすらぎの郷を誇りとする
・山の幸、水の幸に恵まれたふるさとを誇りとする

【具体的な行動内容】
・地域情報の発信（ＨＰ作成等）
・水源地域の連携意識の向上（周遊マップ作成、看板設置等）
・自然環境保全の仕組みづくり
・水源地域内の交流促進
・矢作ダム湖の利活用のためのルールづくり 等

「矢作水源フォレストランド協議会」
矢作ダム水源地域の総称であり、3県4自治体（6地区、愛知県
旭地区・稲武地区、岐阜県串原・上矢作町、長野県根羽村・平
谷村）で構成。 水源地域ビジョンに基づいた活動を展開。

矢作ダム水源地域ビジョン（平成17年度策定）

ビジョン推進体制の構築

「奥矢作森林フェスティバル」 森林体験
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都市再生プロジェクト（海の再生）

伊勢湾再生

推進会議

大学等の研究機関海域検討会

市民団体・ＮＰＯ

法人等

三河湾浄化

推進協議会

（市町村）

三河湾流域圏会議

尾張地域

水循環再生

地域協議会

あいち水循環再生基本構想（愛知県）

西三河地域

水循環再生

地域協議会

東三河地域

水循環再生

地域協議会

連携

情報共有

伊勢湾流域圏

（水循環の）

再生

  
三河湾流域圏会議

・関係地方自治体
・関係行政機関

・大学・研究機関等の学識者
・経済界・企業等 
・市民団体・NPO 等

流域一体となった取組み ②三河湾流域圏会議 矢作川水系

【設立の経緯】
・「矢作川の環境を考える懇談会」等において提示された水質保全、治山・治水、土砂管理、森林・農用地の管理等の流域圏で共有する
課題について、流域圏全体で取り組んでいこうとする「流域圏一体化」「流域は一つ運命共同体」とする考え方を基本として計画づく
りを進める。

・三河湾再生に向けて産・官・学・民の参加による「三河湾流域圏会議」を設立し、「健全な水・物質循環の構築」「多様な生態系の回復」「生
活空間での憩い・安らぎ空間の拡充」を目標とした再生行動計画を策定し、モニタリングの実施や、施策・計画のフォローアップを実施していく。

  

【三河湾流域圏会議の協働・連携イメージ】

【三河湾流域圏地域】
三河湾に接している地域
三河湾に注ぐ河川の流域及びその
河川の利水地域
下水道処理水が三河湾に注いでい
る地域及び三河湾における森･川･
海までの水・物質循環系の圏域

「三河湾流域圏会議」 参加者
大学・研究機関・市民団体等/ 関係地方自治体（長野県、静岡県、岐阜県、愛知県、豊橋市） /関係行政機関（東海農政局、林野庁、中部森林管理局、中部地方整備局等）

【おと川水源の森づくり】
岡崎市を中心とした乙川流域水
源林の整備・保全促進のための
人材育成と間伐などによる森林
整備活動

おと川水源の森づくりの様子

【水環境に関するモニタリング】
水循環再生指標を活用した県民モニタリングを支援する
ため、モニタリング体験講座や意見交換会を実施
乙川でモニタリング体験講座を開催

モニタリング体験
講座の様子

モニタリング
の様子

【Mikawaデータベース】

大学研究者、行政担当者、一般市民が
有機的に情報の連携を行うためにイン
ターネットを使用して環境情報を共有
し、それぞれが保有する情報を簡単に
検索し、閲覧できるデータベース

  
三河湾流域圏会議

・関係地方自治体
・関係行政機関

・大学・研究機関等の学識者
・経済界・企業等 
・市民団体・NPO 等

伊勢湾環境データベースのホームページ





10

矢作川水系河川整備計画
治水の目標：補足説明
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治水の目標（案）
河川整備計画の目標（案）河川整備計画の目標（案）

【現況施設能力】
河道で約3,300m3/s※1（最小流下能力地点の岩津基準地点（約29k）換算） ※1.HWL評価

ダムで約500m3/s※2 （岩津基準地点：約29k地点）

【考えられる選択肢】

1. 現状のまま【河道約3,300m3/s+ダム約500m3/s 】
1-1.河道もダムも整備もしない

（戦後最大洪水（平成12年9月）【約6,200m3/s・ダム戻し流量】が流下すると全川的に浸水被害が発生する恐れがある）

2. 戦後最大洪水（平成12年9月）【岩津基準地点約6,200m3/s】を安全に流下させる
2-1.河道改修と矢作ダムの有効活用をする
2-2.河道改修と矢作ダムの有効活用と上矢作ダムを整備する

3. 基本方針流量【岩津基準地点：8,100m3/s】を計画高水位以下で安全に流下させる
3-1.河道、矢作ダムに加え、新たな施設を整備する

【現時点での河川管理者としての選択】
2-1を選択

社会経済上の重要性と、財政の制約、治水事業効果の早期発現、現在の技術レベルでの環境負
荷の大小を勘案し、戦後最大規模の洪水（平成12年9月洪水）の実績を目標流量として、河道改修と

矢作ダムの有効活用を行うこととし、上矢作ダムの整備を見送る

※2.東海（恵南）豪雨の実績流量を、矢作ダムの

治水容量で調節する時の再現計算値
但し、矢作ダムはピーク発生前に治水容量を
使い果たす
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治水の目標（案）
河川整備計画の目標（案）河川整備計画の目標（案）

〈治水の目標〉岩津地点にて、戦後最大相当の洪水を安全に流下させる

※1:利水安全度は実需要量に対する評価

5.0 m3/s2.4 m3/s確保流量

（上矢作ダムによる不特定補給により1/10程度）（1/3）（利水安全度※1）

・河道掘削に伴う工事車両の通行などにより、沿川地域への
影響が生じるが少ない。

・ダム建設による水没により、地域社会への影響が生じる。

・河道掘削に伴う工事車両の通行などにより、沿川
地域への影響が生じる

社会面

・ダム建設によるダム周辺地域の環境の改変が生じる。

・鵜の首地区の開削による景観の改変が生じる。

・河道改修による環境の改変が生じるが少ない。

・鵜の首地区の開削による景観の改変が生じる。
環境面

河道改修＋矢作ダム施設改良

＋上矢作ダム整備
河道改修＋矢作ダム施設改良

約1,300億

約1,000億

約500億※2

※2:全面改築が必要な明治頭首工を存置した場合の整備計

画目標流量に対する水位上昇は堀込み区間の一部にとどまり、
これによる家屋への浸水被害は生じないことから、明治頭首
工の改築を除いた事業費

経済面

岩津

（河道5,200m3/s＋ダム1,000m3/s）

・上矢作ダムより下流の県管理区間において

治水安全度が向上する。

河道改修と矢作ダムの放流施設の増強と上矢作ダムの整
備を行う

２－２

岩津

（河道5,600m3/s＋ダム600m3/s）
治水面

（河道・ダム配分流量）

河道改修と矢作ダムの放流施設の増強を行う実施方針

２－１

ケース
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上矢作ダム見送りに係る課題と対応

【矢作川流域圏】

●水源地域対策の遅れ

【利水】

●利水安全度は概ね１／３程度（※）のまま

●維持流量の確保が困難

【環境】

●ダム周辺地域の大規模な環境の改変がなくなる

●河道改修により下流河川の環境改変が大きくなる

【総合土砂管理】

●新規ダムにより下流への土砂供給を妨げない

【維持管理】

●新規ダムに起因する新たな維持管理が発生しない

【治水】

●直轄管理区間において流量が軽減できない

●直轄管理区間において一部区間で水位上昇

●県管理区間において流量が軽減できない

●社会的・環境的・経済的影響が少なく、治水

効果を早期に発現可能

課題 対応

●矢作ダム放流能力増強による洪水調節効果の確保
と河道改修により対応

●家屋の浸水被害は発生しない ソフト対策等を検討

●災害復旧工事等により被害軽減対策を実施

●水利用の情報提供

●水利用の合理化の推進

●矢作ダムの弾力運用

●矢作川水利調整協議会による水利使用調整

青字：見送りによるメリット

赤字：見送りによるデメリット

●流域圏懇談会（仮称）での取り組み

●水源地域ビジョン等の実施

●関係機関等との連携（基金等の活用）
※利水安全度は実需要量に対する評価

●生物の生息・生育環境に配慮した河道改修
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5,610m3/s(現況施設）

ケース2-1① 矢作川水系

矢作ダムの治水機能の強化を図り流入量のピーク付近で治水容量を確保するために、放流量を増やすことが出来るように矢作ダム既設放
流施設の増強と洪水調節操作方法の見直しを行う
豊田区間の高橋地点における流量は4,400m3/sから4,100m3/sに、基準地点の岩津地点における流量は6,200m3/sから5,600m3/sに低減

◆洪水調節

■ 雨量
流量（洪水調節なし）
放流量（現況施設）
放流量（放流施設増強）

1,600

1,600

非常用洪
水吐能力

(m3/s)

2,500

1,300

常用洪水
吐能力

(m3/s)

4,100

4,400

高橋

流量

(m3/s)

洪水調節

容量

（ 万m3 ）

1,500

1,500
(ダムパンク)

矢作ダム

矢作ダム

洪水調節方式

2,470

3,230

放流量

(m3/s)

5,600放流施設増強

5,700
3,230

現況施設

岩津

流量

(m3/s)
流入量

(m3/s)

整備計画においては、洪水調節容量1,500万m3を満足する最適放流量を設定する。

注）現行操作を適用した場合は、矢作ダムの最大放流量を1,300m3/s(現況放流能力) 
とし、ただし書き操作を考慮した。結果として矢作ダムはパンクし、流入量=放流量と

なる。

洪水調節容量を
超過する範囲

最大放流
3,230m3/s

現行操作規則 見直し操作

最大放流
2,470m3/s

【整備計画における矢作ダムの操作方法】

■ 雨量
流量（洪水調節なし）
流量（現況施設）
流量（洪水調節あり）

■ 雨量
流量（洪水調節なし）
流量（現況施設）
流量（洪水調節あり）

平成１２年９月（東海（恵南）豪雨再現計算
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ケース2-1② 矢作川水系

◆河道改修

2-1案では、6k付近から22k付近及び35ｋ付近から42k付近において、河道掘削、樹木伐開が必要

約2,700千m3約27ha

掘削土量樹木伐開

面積

高水敷に公園がある付近、アユの産卵床が確認されている付近

河道掘削、樹木伐開、堤防強化
実施箇所付近
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矢作古川分派

乙川合流

鹿乗川合流

青木川合流

巴川合流

明治用水頭首工

藤井床固

高橋

木戸米津 岩津
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計画高水位

低水路平均河床高

ケース２－１　河道改修+矢作ダム施
設改良+明治頭首工存置

米津 木戸 岩津

高橋
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2.0
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距離標(k)

H
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L
と

の
差

分
(m

)

ケース２－１　河道改修+矢作ダム施設改
良+明治頭首工存置

ケース2-1③ 矢作川水系

◆水位縦断図

計算水位縦断図

2-1案を採用

2-1案では明治用水頭首工より上流区間で水位が上昇する区間があるが、家屋への浸水被害は生じない
明治用水頭首工より下流区間では2-1案、2-2案いずれも水位低下効果に大きな差異は生じない
将来的（基本方針レベル）に上流のダムは必要であるが、当面（整備計画レベル）矢作ダムの有効活用と河道改修により戦後最大洪水を安全
に流下させることができる
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34.8k
34.6k

34.4k

34.2k34.0k33.8k33.6k

35.0k

35.2k
35.4k

35.6k

対策区間

（家屋12戸）

ケース2-1④ 矢作川水系

◆明治用水頭首工上流区域の水位上昇区間の影響

対策区間

明治用水頭首工より上流の区間で整備目標流量流下時の計算水位が上昇
する区間があるが、掘込み河道であることに加えて、計算水位と地盤高の差
は50cm程度の余裕があるので浸水の恐れはない

建物の地盤高まで
約50cm余裕あり

要対策区間
(34.8k～35.8k)

30.0

31.0

32.0

33.0

34.0

35.0

36.0

37.0

38.0

34.0 34.2 34.4 34.6 34.8 35.0 35.2 35.4 35.6 35.8 36.0 36.2 36.4 36.6 36.8 37.0

距離標(k)

標
高

(T
.P

.m
)

計画高水位

計算水位(現況)

ケース２－１　河道改修+矢作ダム施設改良

建物地盤高

整備計画対象流量：4,100m
3
/s

計算水位と地盤高の差は50cm
程度で浸水の恐れはない

 

HWL:32.205

30

31
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34

35

36

-30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10

距  離  (m)

標
高
(
T
.
P
.
m
)

地盤高：T.P.33.051m

家屋床高：T.P.33.557m

上矢作ダムなし：T.P.32.579m
(地盤高との余裕高：47cm)

34.8k地点左岸家屋
ダムなし4,100m

3
/sの場合

4,100m3/s 37cm超過

ケース２－１ 

河道改修+矢作ダム施設改良

ケース２－１ 河道改修+矢作ダム施設改良 

：T.P.32.6ｍ 

（地盤高までの余裕高：約 50cm） 

計算水位が

約 40cm 上昇

34.8k地点左岸家屋

 

HWL：約 T.P.32.2m

地盤高：約 T.P.33.1m 



18

矢作川水系河川整備計画
県管理区間の状況
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平谷川

西
川

上
村
川

指定区間の災害復旧計画 矢作川水系

◆長野県（平谷川・小川川・上村川）

被害状況

平谷川では、11箇所で護岸越水が発生し、床上浸水46
戸、床下浸水41戸、冠水耕作地3.6haのほか、村道寸断
5箇所という大きな被害を受けた。

災害復旧の概要

護岸工、床止工、根固工、帯工、橋梁架替等を、災害復旧事業、災害復旧助成
事業、災害関連事業としてH12年～H15年に実施

この対策により、東海（恵南）豪雨が再来した場合には被害の軽減が図られる

今後の予定

長野県矢作川圏域河川整備計画は、県内各圏域の優先順位を勘案しながら
策定を進めていくが、計画策定時期は未定（県からヒアリング）平谷村 根羽村下小戸付近

○平谷川（平面図）

平谷川（災害時） 平谷川（事業実施後）
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指定区間の災害復旧計画 矢作川水系

◆岐阜県（上村川）

被害状況

上村川沿いに氾濫が生じ、流出住家8棟、半壊家屋8棟、
浸水住家30棟、5橋が落橋等の被害が生じた

災害復旧の概要

河床掘削、護岸工、床固工、橋梁架替を、災害復旧事業及び災害関連事業と
してH12年～H14年に実施

この対策により、東海（恵南）豪雨が再来した場合でも宅地の浸水被害を解消
することが可能

今後の予定

災害復旧事業の完了に伴い、一定の治水安全度は確保しているため、当面の
河川改修計画はなし
岐阜県矢作川圏域河川整備計画は、県内各圏域の優先順位を勘案しながら
策定を進めていくが、計画策定時期は未定（県からヒアリング）

上矢作町下澄ヶ瀬橋付近 上矢作町本郷弁天橋付近

上村川沿いに氾濫が生じ、流出住家10棟、半壊家屋12棟、
浸水住家43棟、5橋が落橋等の被害が生じた
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指定区間の災害復旧計画 矢作川水系

◆愛知県（矢作ダム～豊田区間）

被害状況

河川沿いに分布する集落が浸水し、特に71.0k右岸の東

加茂郡旭町下切地先（現豊田市下切町）においては破堤
に及んだ。決壊幅は約318mに及び、小学校、町総合体
育館の水没、幼稚園の流出が生じた

災害復旧の概要

被災箇所下流の流下能力を考慮し、護岸工や河床掘削などを災害復旧対策と
してH12年度～H14年度に実施
この対策により、東海（恵南）豪雨が再来した場合には、浸水被害を軽減するこ
とが可能。

今後の予定

国の整備計画に合わせて愛知県管理区間の整備計画を策定していく予定。
愛知県矢作川上流圏域河川整備計画は、県内各圏域の優先順位を勘案しな
がら、策定を進めていくが計画策定時期は未定（県からヒアリング）

豊田市旭町小渡付近 主要地方道豊田明智線
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指定区間の整備計画 矢作川水系

◆整備計画の策定状況

矢作川中流圏域と乙川圏域では整備計画策
定済み
上流域と下流域では未策定
指定区間については県内他圏域とのバランス
を考慮して県が計画を策定
県の整備計画を認可する立場から指導・助言
を行う

直轄区間

直轄区間

直轄区間
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矢作川水系河川整備計画
利水計画について
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利水の目標（案）
河川整備計画の目標（案）河川整備計画の目標（案）

【実績の渇水流量（岩津地点）】
1/10規模の渇水時の流量 約2.4m3/s（実績値）

【目標とする正常流量（＝維持流量）：岩津地点】
動植物の生息 約7.0m3/s

【現時点での河川管理者としての選択】
2-1を選択

水利用の合理化を推進すると共に既存施設の利活用を図ることにより、維持流量の一
部を回復する。

【考えられる選択肢】

1. 維持流量は現状のまま
1-1. 既存施設のみで対応 ・・・既設矢作ダムにより渇水時に〔2.4m3/s〕

2. 維持流量の一部を回復
2-1. 水利用の合理化を推進と併せて 既存施設の利活用を図る 〔＋α〕

（既設矢作ダムの弾力運用により渇水時に〔4.15m3/s〕ただし6/1～10/15間で確保に努める）

2-2. 2-1と、さらに上矢作ダムを整備する
・・・上矢作ダムにより渇水時に〔5.0m3/s〕

3. 維持流量の回復
3-1. 2-2.と、さらに新たな施設を整備する

・・・新たな施設により渇水時に〔7.0m3/s〕
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利水に関する河川管理者の考え方について
河川整備計画の目標（案）河川整備計画の目標（案）

河川整備計画では、河川水の適正な利用及び流水の正常な機能の維持について記述す
ることとなるが、各利水者が策定する利水計画を記述する対象とはしていない。

河川管理者としては、利水安全度の向上及び維持流量の確保をするため、水利用の合
理化等を関係機関と連携して推進することを基本とした。このため、具体的な数値目標を
記していない。

なお、上矢作ダムで不特定容量が確保されれば、既得用水への補給が可能となり、実取
水ベースでの利水安全度が1/10程度まで向上させた上で、維持流量を5m3/sが確保可

能と想定されるが、現状において、不特定補給のみを目的としたダム計画を位置づける
ことは困難と考えている。
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利水安全度 矢作川水系

◆岩津地点の流況

・矢作ダム基本計画では岩津地点で4.15m3/sを確保する計画

・矢作ダム完成以降の岩津地点流況を見ると、平均渇水流量
4.79m3/s、1/10渇水流量2.39m3/sであり、十分確保できていない
状況

◆矢作川の利水安全度

制限 矢作ダム最
日数 農水 工水 上水 低貯水率％

Ｓ４８ 6/10 ～ 8/27 79 30 50 10 9.6 ×

6/11 ～ 6/23 13 50 50 20 18.0 ×

9/2 ～ 9/11 10 55 50 25 18.4
Ｓ５４ 6/21 ～ 6/29 9 30 30 15 20.2
Ｓ５６ 6/17 ～ 6/26 10 20 20 10 38.8
Ｓ５７ 7/1 ～ 7/27 27 55 55 28 17.2 ×

Ｓ５９ 6/6 ～ 6/26 21 55 50 25 26.0
Ｓ６１ 3/7 ～ 3/15 9 5 5 5 12.8
Ｓ６２ 9/4 ～ 9/17 14 30 30 10 23.8 ×

Ｈ　２ 8/20 ～ 8/31 12 30 30 10 47.0 ×

Ｈ　５ 6/1 ～ 6/22 22 65 65 30 15.0 ×

Ｈ　６ 5/30 ～ 9/19 113 65 65 33 13.8 ×

Ｈ　７ 8/29 ～ 9/18 21 30 30 15 32.6
5/27 ～ 6/28 33 50 40 20 31.4 ×

8/15 ～ 8/16 2 20 30 10 63.6
Ｈ１２ 8/1 ～ 8/8 8 20 30 10 68.0

5/23 ～ 6/21 30 20 30 10 37.4
7/19 ～ 8/22 35 50 50 30 13.8 ×

Ｈ１４ 8/12 ～ 9/10 30 50 40 20 33.6 ×

Ｈ１６ 8/9 ～ 8/23 15 20 30 10 51.4
6/3 ～ 7/4 32 50 40 20 32.4 ×

8/9 ～ 8/23 15 20 30 10 48.8 ×

ダム枯渇

Ｈ１７

年次 取水制限期間
最大取水制限率(％) 取水制限しなかっ

た場合のダム容量

Ｓ５３

Ｈ　８

Ｈ１３

・昭和46年3月の矢作ダム完成以降、平成20年で37ヶ年経過して
いるがこの間に18ヶ年の取水制限を実施

・ 23回の取水制限の実施頻度は、約2年に1回（18÷37）の割合で
実施されている状況

・取水制限により生じる不足量を矢作ダムから補給したものとして貯
水量を推定した場合、ダムの容量は12回も枯渇すると推測

・利水安全度は概ね12/37≒1/3程度

（岩津地点　流域面積　1,355.9km2）（m3/s、総量は×106m3）
豊水

（m3/s）

平水

（m3/s）

低水

（m3/s）

渇水

（m3/s）

最小

（m3/s）

平均

（m3/s）

総量

106m3

昭和47年 86.16 58.95 44.96 18.92 0.70 82.55 2610.32
昭和48年 38.07 24.87 6.04 2.10 1.77 26.41 832.87
昭和49年 61.33 35.71 18.84 3.37 0.43 57.31 1807.22
昭和50年 55.13 37.70 21.67 3.78 0.91 51.10 1611.36
昭和51年 欠測 欠測 欠測 欠測 欠測 欠測 欠測
昭和52年 29.56 20.10 14.98 3.80 2.97 26.38 832.06
昭和53年 24.97 14.64 7.97 3.56 0.98 22.74 717.27
昭和54年 51.29 27.69 9.43 4.02 3.81 44.40 1400.05
昭和55年 52.64 35.06 21.06 7.88 2.74 41.52 1312.92
昭和56年 44.01 31.71 16.09 3.59 1.52 34.14 1076.61
昭和57年 52.36 25.01 12.28 2.56 1.98 50.53 1593.64
昭和58年 43.16 29.86 17.70 3.92 2.33 46.13 1454.64
昭和59年 10.71 8.97 7.90 3.06 2.10 13.63 430.92
昭和60年 29.60 14.17 9.68 3.38 2.88 41.84 1319.49
昭和61年 21.08 14.08 7.82 3.95 2.47 22.52 710.07
昭和62年 23.30 12.96 8.19 4.67 2.72 24.76 780.86
昭和63年 27.95 16.46 9.76 2.92 0.11 25.75 814.41
平成1年 55.15 31.15 18.22 4.85 3.31 58.27 1837.66
平成2年 43.45 23.62 9.50 3.07 2.33 36.84 1161.83
平成3年 43.48 25.86 16.28 6.01 4.55 39.59 1248.40
平成4年 28.43 17.34 8.64 4.20 3.62 22.32 705.73
平成5年 48.69 27.30 13.27 3.36 2.15 39.55 1247.31
平成6年 19.06 12.26 4.47 2.39 1.95 18.29 576.83
平成7年 27.97 11.96 8.86 3.71 3.32 30.64 966.18
平成8年 20.27 9.98 5.86 2.02 1.47 17.07 539.80
平成9年 29.60 14.97 10.31 5.55 3.74 44.09 1390.37
平成10年 61.71 31.09 17.94 4.09 1.92 64.37 2029.86
平成11年 38.12 19.25 15.13 7.58 2.07 47.97 1512.78
平成12年 31.57 17.63 11.23 4.15 3.39 37.46 1184.58
平成13年 29.30 17.60 7.28 3.92 3.24 28.03 883.95
平成14年 20.88 12.13 8.30 3.83 1.50 18.09 570.49
平成15年 56.58 31.28 18.26 10.55 8.46 58.12 1832.94
平成16年 58.95 22.62 12.77 6.31 5.26 61.42 1942.10
平成17年 18.93 12.53 8.69 3.56 2.72 19.80 624.29
平成18年 37.18 21.98 12.35 8.30 5.64 41.10 1295.97

平成9年～平成18年

10年平均
38.28 20.11 12.23 5.78 3.79 42.05 1326.73

昭和62年～平成18年

20年平均
36.03 19.50 11.27 4.75 3.17 36.68 1157.32

昭和47年～平成18年

35年平均
38.84 22.60 12.99 4.79 2.68 38.08 1201.64

3/30 19.06 11.96 6.04 2.39 0.70 18.09 570.49
出典：国土交通省豊橋河川事務所資料
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【利水】（河川整備計画のメニュー） 矢作川水系

水利用の情報提供

水利用の合理化の推進

・既存施設の有効利用を促進させる
・生活排水や工業排水の再生利用等の促進を図る
・許可水利権については使用水量の実態や給水人口の動向、受益面
積や営農形態の変化を踏まえて水利権の見直しを行うとともに慣
行水利権の許可化を進める

Ⅰ 河川水の適正な利用 Ⅱ 流水の正常な機能の維持

既存施設の利活用の推進

・矢作ダムの弾力運用に努める

EL 292.5m

利水容量＋不特定容量

利水容量

満水位 EL 298.0m5/31 10/16

変更運用
貯水位

10/156/1

運用イメージ

従来は、洪水期に
は制限水位まで水
位を低下させていた

○不特定容量の確保
①貯留期間は6/1～10/15間で、新たに不特定容量を確保

（他の期間では、不特定容量を確保することは出来ない）
②不特定容量の確保水位と容量は、EL292.0m～EL292.5m間で、最大107万m3

○不特定容量による補給期間
6/1～10/15間で確保された容量は、その期間において補給できる。
また、6/1～10/15間であれば、何度でも107万m3の回復は履行できる。

EL 292.0m

矢作ダムの洪水調節に支障を及ぼさない範囲で流水を貯留（最大
107万m3）し、ダム下流の河川環境の向上を図る目的で、これを適
切に放流する試験的運用を行っている

Ⅲ 渇水時における対策の推進

水利使用者相互間の水融通の円滑化を推進

・矢作川水利調整協議会により水利使用調整を図る

明治用水土地改良区
豊田土地改良区
矢作川沿岸土地改良区連合
矢作川北部土地改良区連合
中部電力株式会社

国土交通省中部地方整備局
東海農政局
中部経済産業局
愛知県
愛知県企業庁
岡崎市

構成機関

・矢作川水系における水利の実態を総合的に把握し、水利を一貫
とする合理的な水利用の方策について協議し、もって水利用の円
滑なる運営に資することを目的とする。

目的

昭和46年設立

出典：西三河地域水循環再生行動計画（H20.3）

矢作ダムホームページ
http://www.cbr.mlit.go.jp/yahagi/

・水量の監視を行うとともにインターネット等を活用し情報の提供
を図る

項　目 9時現在

矢作ダム２４時間流域平均雨量(mm) 8.8

矢作ダム水位(m) 290.53

利水用総貯水量(m3) 38,900,000

弾力的運用貯水量(m
3
) 1,070,000

全放流量(m3/s) 27.20

【１】農業用水用(m3/s) -

【２】上工水道用(m3/s) -

【３】河川(岡崎市岩津地点)試行補給量(m3/s) 0.00

矢作ダム諸量

矢作ダム運用状況（2008年6月20日時点）速報値（暫定値）
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矢作川水系河川整備計画
矢作ダム貯水池の堆砂対策について
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矢作ダム貯水池の堆砂の現状 矢作川水系

経年堆砂実績

１５４９万m3
１５４９万１５４９万m3m3

貯砂ダム周辺

矢作ダム貯水池の堆砂状況

（平成１９年度測量成果）

計画堆砂容量：１，５００万m3

総堆砂量 ： １，５５１万m3

堆砂率（対計画堆砂容量）： １０３．３％

年平均流入土砂量： ３０万m3
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堆砂量(m3) 計画堆砂容量 15,000,000m
3

301千m3/年ｃ（S51～S63） 55千m3/年（H1～H11）

242千m3/年
（H13～H18）

100万m3治水容量内

656万m3堆砂死水容量内

795万m3利水容量内

1,551万m3総堆砂量

堆砂量の内訳
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矢作ダム貯水池の堆砂対策と放流設備増強 矢作川水系

【目的】
• 大規模な洪水（整備計画流量）に対して治水容量を有

効に使うため、ダムからの放流量を増加させる
• ピーク前の貯水量を少なくし、ピーク流量を低減させる

【施設】
洪水流を流下させる施設

各施設については効果的・効率的な施設となるよう検討を実施する。
また、排砂対策については下流河川環境影響を含めた調査・検討を実
施中

矢作ダム貯水池の堆砂対策計画

放流施設増強

各施設の配置イメージ例

矢作ダム

トンネル式
放流施設

矢作第二ダム
矢作ダム

利水容量内土砂の移送

貯砂ダム排砂トンネル（自由水面流）

排砂管（圧力流）

吸引部放流部

(矢作第二ダム下流)

矢作第二ダム
矢作ダム

利水容量内土砂の移送

貯砂ダム排砂トンネル施設（自由水面流）

排砂管（圧力流）

吸引施設放流部

(矢作第二ダム下流)
洪水バイパス

【堰堤改良事業の目的】
• 堆砂対策により矢作ダム貯水池機能の改善や維持を図る

• 下流河道へ土砂を供給する

【堰堤改良事業の必要性】
• ダム貯水池機能の回復、維持のため堆砂対策が必要（当初見込んだ堆砂容量1500万m3を超える土砂が堆積、恵南豪雨の影響大）

• ダム下流の流下土砂の減少が河川環境に与える問題（粗粒化・砂州の固定化・樹林化・砂礫底の減少等）の解決が必要

【緊急対策】
・貯砂ダム付近において流入土砂を捕捉するポケットを確保し、
維持掘削を実施

【対策の内容】
・緊急対策 ： 概ね７年程度（H17～H23）

約80万m3を掘削

・長期対策工事実施中における維持掘削

【長期対策】
・流入してくる土砂量の内、堆砂容量内への堆砂は容認し、それ
以外を除去・排砂する。

【長期対策の内容】
貯水池内から下流河川に土砂を流すための排砂トンネルと貯水
池内の吸引施設
⇒具体的な施設検討は現在実施中
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堆砂対策工法の事例 矢作川水系

美和ダム

洪水バイパス
トンネル

湖内堆砂対策施設
（計画中）

分 派 堰

・恒久堆砂対策のうち、洪水バイパス施設が平成１
７年５月に完成し、平成１７年６月より試験運用を開
始。
・平成１８年７月、平成１９年７月、平成１９年９月の
洪水で運用。流入した約７１万m3のうち、４５％に
あたる約３２万m3の土砂を下流へバイパス。

・モニタリングを実施中

貯砂ダム

10.8m/s流速

300m3/s最大流量設計
水理量

1/100縦断勾配

4.3km延長

2r＝7.8m高さ・幅

標準馬蹄形形状トンネル諸元

国土交通省管理者

天竜川・三峰川水系名・河川名

美和ダム

バイパス出口

※排砂工法は様々存在し、矢作ダムでは排砂方式に
ついて現在検討中

分派堰（三峰堰）

ウォッシュロードを洪
水とともに下流に流
し、ダム湖に堆積し
ないようにします。
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矢作川水系河川整備計画
総合的な土砂対策
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H19年度の調査結果の概要

•生物の生息環境である、瀬・淵の状
況、河床材料などに大きな変化は認
められない
•今後も仮置き土砂の投入量、場所
などを検討しモニタリングを継続
•土砂投入による影響を見極め、事
業計画に反映

現時点での取り組み 矢作川水系

矢作ダムの排砂による環境影響の検討

土砂仮置きによる影響調査を実施
【Ｈ18】
小渡地区：左右岸：4,000m3⇒H19.7洪水で全量流出
【H19】
小渡地区：左岸 4,000m3⇒H20.6洪水で約7割が流出
池島地区（百月ダム下流）：左岸 6,000m3⇒H20.6洪水で約2
割が流出
※H20年度現在、調査を実施中

付着藻類

底生生物

魚類生物下流環境の
状況

水温、PH
SS,濁度水質

河床材料

形状河道下流河川の
状況

調査内容調査対象調査項目

【ダム排砂による自然環境への環境影響を検討】

• 土砂仮置き実験

⇒排砂施設の工法、設備、運用等へのフィードバック

小渡地区 池島地区
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0 1,000m0 1,000m

土厚 １ｍ土厚 １ｍ５０m

５０m
工区

工事
位置

矢作
ダム

西尾市

碧南市

一色町

約１．２ｋm

現時点での取り組み 矢作川水系

干潟環境修復（H19）

連携・・三河港湾事務所

●浚渫土にダム砂を混ぜ
て、干潟造成・・・アサリな
どの生息環境を復元

【ダム堆積土砂の有効活用を他事業者と連携】

• 干潟・浅場の造成材として矢作ダム堆積土砂を有効活用

• アサリなどの生息環境の復元

三河湾浄化（H19)

造成された干潟・浅場

連携・・愛知県水産試験場

愛知県農林水産部水産課

●干潟・浅場造成材として
有効利用

造成中の状況
約1.7km

50m×50m

矢作川

（愛知県農林水産部水産課）

平成20年 三河湾干潟・浅場造成事業

継続実施
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河岸の局所洗掘抑制

下流河道領域への対応

土砂の管理は治水・利水・環境の全般に関わる課題であり、土砂生産土砂の管理は治水・利水・環境の全般に関わる課題であり、土砂生産
域、ダム領域、河川領域、海岸領域における流砂系の健全化に向け、域、ダム領域、河川領域、海岸領域における流砂系の健全化に向け、
関係機関と連携関係機関と連携を図って推進する。を図って推進する。

１．土砂動態の把握

・ダム領域、河道領域、海岸領域での土砂に係る計画と相互関係の把握

・土砂生産域から海岸域までの年代別の土砂収支の把握

２．モニタリング調査の実施

・経年的な河床変動、ダム堆砂状況

・土砂の流下による環境への影響

・砂州の形態・植生の変化

・樹林化の進行状況

・ダムの排砂施設の機能等

３．総合土砂管理に向けた検討

・ダム堆砂対策

・ダム下流河道、海域への土砂供給による環境改善、再生

・河道での堆積による治水上の影響軽減

・土砂管理の方策

・順応的な土砂管理、維持管理の最適化
頭首工

発電ダム群

矢作ダム

三河湾

これからの取り組み 矢作川水系

床固

排砂施設（土砂バイパス）、堆砂掘削（貯砂ダムによ
る効率化）
海岸領域への土砂運搬

砂防事業（国、県）、治山事業（国、県）

土砂流下機能の増強（土砂吐き）

海岸領域への土砂供給量

発電ダムの堆砂量

生産域からの土砂供給量

矢作ダムの堆砂量

矢作ダム民間企業

水利使用者

中流域の河道環境：国
土砂運搬
（海岸形成に適した土砂による養浜） 流送土砂の質・量の適正化（矢作ダムから

の供給）、河道の維持管理等（維持掘削）

河川領域の変化

モニタリング項目

連携が必要な機関

想定される対策

凡 例

砂防による土砂の生産・流出抑制、流す砂防（ス
リット化）、治山等良好な山づくり（森林整備）

土砂流下機能の増強（操作方法の見
直し、土砂吐き）、貯水池対策（土
砂掘削・運搬）

期待される効果

海岸管理者：県

上流県区間の河道環境：県

流送土砂の質・量の適正化（矢
作ダムからの供給）、河道の維
持管理等（維持掘削）

砂河原・砂州の再生

干潟・ヨシ原の創出・再生

流出土砂コントロール




